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   ※保育所（園）についてのご相談がありましたら、保育所・幼稚園課保育支援係までご連絡下さい。 

 

 
〒８３８－０１２６ 小郡市二森１１６７番地１（あすてらす内） 

小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係 ☎７２－６６６６（内線７２３・７２４） 

※毎週水曜日(祝日の場合は翌日)はあすてらすの休館日ですが、保育所・幼稚園課の窓口は開いています。 

正面自動扉が閉まっている場合は、横の通用口からお入りください。 

お電話につきましても、ガイダンスに従い操作していただくと、保育所・幼稚園課へつながります。 
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１  保育所
ほ い く し ょ

とは                                                        
 

就学前
しゅうがくぜん

の児童
じ ど う

で、日中家
にっちゅうか

庭内
ていない

において保育ができない場合
ばあい

に、保護者
ほ ご し ゃ

の委託
い た く

を受
う

けて保育することを目的
もくてき

とした

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せつ

です。 

 

２  入所の基準
きじゅん

                                                    

児童
じ ど う

の保護者のいずれもが次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

することにより、当該
とうがい

児童を保育することができないと認
みと

められる場

合で、かつ、同居
どうきょ

の親族
しんぞく

その他
た

の者
もの

が当該児童を保育することができないと認められる場合に、保育所に入所するこ

とができます。 

 

① 居宅外
きよたくがい

で労働
ろうどう

することを常態
じょうたい

としていること 

（月
つき

６４時間
じ か ん

以上
いじょう

） 

② 居宅内
ない

で当該児童と離
はな

れて日常
にちじょう

の家事
か じ

以外
い が い

の労働をすることを常態としていること 

（月６４時間以上） 

③ 妊娠中
にんしんちゅう

であるか又
また

は出産後間
しゅっさんごま

がないこと 

（出産
しゅっさん

予定
よ て い

日
び

または出産日の前後
ぜ ん ご

合
あ

わせて６ヶ月間
かげつかん

のうち必要
ひつよう

な期間
き か ん

） 

※ただし、入所希望
き ぼ う

日
び

は出産予定日の 2 か月前の 1 日からになります 

④ 疾病
しっぺい

にかかり、若
も

しくは負傷
ふしょう

し、又
また

は精神
せいしん

若
も

しくは身体
しんたい

に障害
しょうがい

を有
ゆう

していること 

⑤ 親族（長期
ちょうき

入院
にゅういん

している親族）を常時
じょうじ

介護
か い ご

・看護
か ん ご

していること 

⑥ 震災
しんさい

、風水害
ふうすいがい

、火災
か さ い

その他
た

の災害
さいがい

の復旧
ふっきゅう

に当
あ

たっていること 

⑦ 求 職
きゅうしょく

活動中
かつどうちゅう

であること、就 学 中
しゅうがくちゅう

であること 

（就学中の場合は月６４時間以上） 

⑧ 虐待
ぎゃくたい

や DV のおそれがあること 

⑨ 育児
い く じ

休 業
きゅうぎょう

取得
しゅとく

時
じ

に、既
すで

に保育を利用
り よ う

している児童がいて継続
けいぞく

利用が必要であること 

⑩ その他、上記
じょうき

に類
るい

する状態
じょうたい

として市
し

が認める場合 
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３ 保育所の入所申請
しんせい

について                               

Ⅰ 申請から入所までの流れ（令和４年４月１日入所の場合） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

※令和４年３月１１日以降の申込みは、年度途中入所（５月以降）になります。 

 

令和４年度入所案内及び、教育
きょういく

・保育
ほ い く

給付
きゅうふ

認定
にんてい

申請書
しんせいしょ

（以下、申請書）等の配布開始 

配布場所：保育所
ほいくしょ

・幼稚園課
よ う ち え ん か

（あすてらす）、小郡市ホームページ 

第１次申込み  受付日：令和３年１１月１日（月）～１２月２８日（火） 

        各証明
かくしょうめい

書類
しょるい

提出
ていしゅつ

締切
しめきり

：令和３年１２月２８日（火） 

        受付場所：市保育所・幼稚園課（あすてらす） 

第１次入所選考
せんこう

、結果発送【令和４年２月上旬ごろより順次】 

入所決定 
第２次申込み 受付日：令和４年１月４日（火）～ 

令和４年１月３１日（月） 

       受付場所：市保育所・幼稚園課（あすてらす） 

第２次入所選考、選考結果発送【令和４年２月下旬ごろより順次】 

入所決定 

第３次申込み  

受付日：令和４年２月１日（火） 

  ～３月１０日（木） 

受付場所：市保育所・幼稚園課（あすてらす） 

第３次入所選考、選考結果発送 

【令和４年３月中旬ごろより順次】 

入所決定 

入所決定とならなかった方 
各保育所（園）での面談

めんだん

 

入所【令和４年４月１日】 

入所後は２週間ほど慣
な

らし保育を行いますので、お迎えの 

時間が早くなります（園や子の状況により期間は異なります） 

入所
にゅうしょ

保留
ほりゅう

通知
つ う ち

発送 

保育所に空きが出た時点で 

案内します 
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Ⅱ 申請から入所までの流れ（年度
ね ん ど

途中
とちゅう

入所の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

入所案内及び、教育・保育給付認定申請書（以下、申請書）の配布 

配布場所：保育所・幼稚園課（あすてらす）、小郡市ホームページ 

申請受付（随時
ず い じ

受付
うけつけ

） 

申請締切：入所希望月の前月１０日（土・日・祝日の場合はその前日） 

     例）６月１日入所希望の場合、申し込みは５月１０日までに行ってください 

受付場所：市保育所・幼稚園課（あすてらす） 

市保育所・幼稚園課で入所選考【各月中旬】 

入所決定【入所希望月の前月２０日以降】 
決定とならなかった方 

各保育所（園）での利用説明 

入所【毎月１日】 

入所後は２週間ほど慣らし保育を行います 

ので、お迎えの時間が早くなります 

（園や子の状況により期間は異なります） 

入所保留 

翌月の選考を再度行い、保育所に空きが 

出た時点で案内します 
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４  入所申請に必要な書類                                                

 

 

 

 

 

Ⅰ 令和４年度教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳）（１８ページの記入例を参照） 

   入所を希望する児童１名
めい

につき１枚
まい

の提出が必要です。 

 

Ⅱ 保育所入所申込調査票（裏面あり） 

入所を希望する児童 1名につき 1枚の提出が必要です。 

（必要に応じて、個別
こ べ つ

に面接させていただく場合があります。また、ご相談したいことがあれば遠慮なくお申し出くださ

い。） 

 

Ⅲ 保育の必要性を証明する書類 

  ＊家族全員の提出が必要です。 

＊児童と同居している６４歳
さい

以上
いじょう

（令和 4年 4月 1日時点）及
およ

び高校生
こうこうせい

以下
い か

の方
かた

は必要ありません。 

＊入所児童が複数
ふくすう

の場合は、書類に入所児童名を連名
れんめい

で記入してください。 

 

家庭
かてい

で保育できない理由
りゆう

 必要書類 
様式
ようしき

 提出

期限 

会社等に勤務している人

（パート、内職含む） 

育児休業を取得している人 

就労証明書 様式① 

令
和
３
年
11
月
～
12
月
２８
日
（
第
1
次
申
込
み
） 

自営業
じえいぎょう

の人
ひと

 就労証明書（経営者自身で記載） 様式① 

農業
のうぎょう

の人 就労証明書（農業者自身で記載） 様式① 

家族経営または親族の経営

に従事
じゅうじ

している人 

就労証明書（経営者の証明） 様式① 

病気の人 申告書 ＋ 病気であることを証明できる書類 

様式② 出産前後の人 
申告書 ＋ 母子

ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

の写
うつ

し(保護者氏名と出産予定日のわか

るもの) 

障がいのある人 申告書 ＋ 身体
しんたい

障害者手帳または療育
りょういく

手帳の写し等 

求 職 中
きゅうしょくちゅう

の人 
誓約書
せいやくしょ

（９０日が経過する日が属する月末までに、就労証

明書を提出すること） 
様式③ 

介護
か い ご

・看護
か ん ご

の人 申告書及び介護・看護状況表等 様式④＋② 

在学中
ざいがくちゅう

の人 申告書 ＋ 在学証明書等（父母のみ） 様式⑤＋② 

 

Ⅰ 教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳） 

Ⅱ 保育所入所申込調査票
ちょうさひょう

 

Ⅲ 保育の必要性を証明する書類 
Ⅳ 在園証明書 
Ⅴ 保育料を決定するための書類（対象者のみ） 
Ⅵ 個人番号台帳 
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Ⅳ 在園証明書 

   認可保育所に入れなかった等の理由で、認可外保育所を利用している世帯への配慮を行います。その場合は通園

中の認可外保育所等からの在園証明書が必要です。 

 

Ⅴ 保育料を決定するための書類 （対象者のみ） 

   母子（父子）家庭や、同一世帯に障がい児（者）がいる場合、保育料が減額になる場合があります。また、企業
きぎ ょ う

主導型
しゅどうがた

保育所
ほ い く し ょ

や幼稚園等にきょうだい児が通っている場合は、2 番目以降のお子さんの保育料が減額されます。適用するに

は、それらを証明する書類が必要になりますので、下表を参考にご準備下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 提出書類 発行者 提出期限 

母子
ぼ し

（父子
ふ し

）家庭 
戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

 

（戸籍全部事項証明） 
本籍地
ほんせきち

のある市町村
しちょうそん

 
令
和
４
年
２
月
１
日
～
３
月
10
日 

（
第
３
次
申
込
み
） 

 

令
和
４
年
１
月
４
日
～
１
月
31
日 

（
第
２
次
申
込
み
） 

令
和
３
年
11
月
～
12
月
２８
日 

（
第
１
次
申
込
み
） 

きょうだい児が企業主導型

保育所や幼稚園等に通園中

の方 

在園
ざいえん

証明書
しょうめいしょ

 現在通園中の施設長 

入所希望児童を含む同居者

が、障
しょう

がいを有している

場合 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 
居 住 地 の 都道府県

と ど う ふ け ん

知事
ち じ
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Ⅵ 個人
こ じ ん

番号
ばんごう

台帳
だいちょう

 

   マイナンバー制度
せ い ど

開始
か い し

に伴
ともな

い、保育所
ほ い く し ょ

入所
にゅうしょ

申請
しんせい

を行
おこな

う際
さい

にマイナンバーの番号確認
かくにん

と本人
ほんにん

確認
かくにん

が必要
ひつよう

になります。

その為
ため

、個人番号台帳のご提出
ていしゅつ

をしていただく必要があります、なお、他人
た に ん

の成
な

りすまし等を防止
ぼ う し

する為、厳格
げんかく

な本

人確認が義務付
ぎ む づ

けられます。本人確認では、「マイナンバーを確認できる書類
しょるい

」と、「マイナンバーの所有者
し ょゆうしゃ

本人と確

認できる書類」が必要です。 

 

※入所児童
じ ど う

の保護者
ほ ご し ゃ

様
さま

は、次のいずれかを用意
よ う い

し、窓口
まどぐち

までお越
こ

しください。なお、同居者
ど う きょし ゃ

の方のマイナンバーを必
かなら

ず控
ひか

えておいてください。同居者のマイナンバー確認とマイナンバーの所有者確認は行いませんが、個人番号台帳

に記載
き さ い

して頂
いただ

く場合
ば あ い

があります。詳
くわ

しくは、１９ページの「個人番号台帳 記入例
きにゅうれい

」をご覧
らん

ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【郵送
ゆうそ う

でお申込
も う し こ

みをする場合】 

確認方法は窓口で行う場合と同様
ど う よ う

に、マイナンバー確認とマイナンバーの所有者確認が必要な為、個人番号カード

もしくは、通知
つ う ち

カード又は個人番号が記載された住民票
じゅうみんひょう

と免許証
めんきょしょう

等のコピーを添付
て ん ぷ

してください。 

なお、郵送の際は簡易
か ん い

書留
かきとめ

をお勧
すす

めします。 

 
 

○本人確認書類の例 

官公
かんこう

署
し ょ

から発行
はっこう

された、顔
かお

写真付
じ ゃ し ん つ

きの書類 

・運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

 

・パスポート 

・身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょ う

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょ う

、療育
りょういく

手帳
てちょ う

    など 

  

または顔写真のない、官公署から発行された書類のうち 2つ以上 

・国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

、健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

 

・国民
こくみん

年金
ねんきん

手帳
てちょ う

 

・児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

証書
しょうしょ

又は特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

証書
しょうしょ

   など 

 

 

 

 

本人確認 

以下のもので、本人確認と番号確認をしてください。 本人確認と番号確認が、 

カード１枚で可能です。 
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５ 入所申請の受付期間
き か ん

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊さくら乳児保育園とのびっこ園、あすみ園の入所対象児は、0，1，2歳児のみです。 

      （令和元（平成３１）年４月２日以降にお生まれのお子様が対象です。） 

      ＊三井幼稚園（保育部分）の入所対象児は 2，3，4，5歳児のみです。 

      （平成２８年４月２日から令和２年４月１にお生まれのお子様が対象です。） 

 

    ＊入所決定は２月上旬～３月中旬、保育料決定は３月下旬の予定です。 

 

 

 

 

 

 

４月入所決定後、保育所の受け入れに余裕がある場合、５月以降の入所が可能です。 

市保育所・幼稚園課で、随時受け付けます。 

＊毎月１日が入所日になります。 

＊入所希望月の前月の 10 日まで（土・日・祝日の場合はその前日まで）に書類を 

提出してください。 

＊入所決定は入所希望月の前月２０日以降になります。（詳しくは４ページをご覧ください。）

 受付期間（提出期限） 提出場所 

第１次選考 
令和３年１１月１日（月）から 

令和３年１２月２８日（火） 

市保育所・幼稚園課 

（あすてらす） 
第２次選考 

令和４年１月４日（火）から 

令和４年１月３１日（月） 

第３次選考 
令和４年２月１日（火）から 

令和４年３月１０日（木） 

Ⅱ 年度途中入所希望の場合 

Ⅰ 新年度
しんねんど

（４月）入所希望の場合 
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６  利用調整について                                                  

Ⅰ 利用調整の方法等 

定員を超える入所申請があった場合、利用調整を行います。第１希望の施設
し せつ

について、保育の必要性が高い児童から

定員等を勘案し調整します。第１希望の施設が定員超過
ちょうか

等の場合には、第２・第３希望の施設にて調整を行います。 
 

優先順位について 

利用調整を行う際、両親の勤務
き ん む

時間
じ か ん

、日数、家庭の状況等で優先順位を決定します。 

 優先
ゆうせん

順位
じゅんい

が高い例 優先順位が低い例 

児童の両親等の勤務
き ん む

状 況
じょうきょう

 全員がフルタイム勤務 求職中または短時間
たんじかん

勤務
き ん む

 

入所申請をしても希望者が多数いるため、希望する保育所に入所できない場合や、審査
し ん さ

の結果、保育所入所の基準

に該当しないため入所が認められない場合がありますので、あらかじめご了承
りょうしょう

ください。 

希望施設において入所できなかった場合は、申請書を引き続き保管
ほかん

し、保育所に空きができた場合に優先順位の高

い児童から入所のご案内をいたします。なお、申請書の有効
ゆうこう

期限
き げ ん

は年度
ねんど

末
まつ

（令和５年３月３１日）までです。令和５年４

月１日入所を希望する際は、令和４年 11月に申請をしてください。 

長期間入所待ちとなっていることや申し込みの順番は、入所の可否
か ひ

には関係しません。 
 

  ※申請書を提出後、期日までに入所に必要な書類が提出されない場合や、提出された必要書類に

不備
ふ び

または不正
ふ せ い

が認められた場合は、申請が無効
む こ う

になる場合があります。 

 Ⅱ 入所申請の取り下げ、決定後の辞退について 

   入所申請後、状況の変化等により、申請の取り下げや、決定後の辞退をする場合は、速やか
すみ

にお申し出ください。また、

取り下げ後に再度、保育所等の利用を希望する場合は、改めて申し込みが必要になります。 

 

 

７  入所後の手続き                                                    

入所後に勤務先や家庭の状況に変更
へんこう

が生じた場合や、退所
たいしょ

を希望される場合は、書類の提出等が必要となります。下記

の場合は速やかにお申し出ください。 

（１）退所されるとき 

（２）世帯状況が変わったとき（離婚
りこん

・世帯員
せたいいん

変更
へんこう

など） 

（３）就 労
しゅうろう

・在学状況が変わったとき（就労先、就労時間、産前産後休暇取得時、育児休業取得時など） 

（４）居住地
きょじゅうち

が変わるとき（転 出
てんしゅつ

・転居
てんきょ

など） 

（５）家庭内保育が可能
かのう

となったとき（退 職
たいしょく

など） 

（６）入所期間を変更するとき（期間内の退所、入所期間の延 長
えんちょう

など） 

 

＜保育所等入所要件の現況
げんきょう

確認
かくにん

＞ 

 保育所入所後における、保護者及びその同居者の就労状況等の確認の為、現況確認を行います。 

・実施予定期間  令和４年 6 月～7 月 
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８ 保育の認定について                                                 
 

 Ⅰ 保育の支給認定について 

保育所等の給付対象となる施設・事業
じぎ ょ う

を利用される場合において、年齢や利用希望の事業に応じ、支給認定 

を行います。 

 
認定区分 年齢 給付の内容 

１号認定 

教育
きょういく

標 準
ひょうじゅん

時間
じ か ん

認定
にんてい

 

満３歳以上 教育標準時間 
（幼稚園、認定こども園） 

２号認定  
保育認定 

満３歳以上 保育標準時間又は保育短時間 
（保育所、認定こども園） 

３号認定 
保育認定 

満３歳未満 

保育標準時間又は保育短時間 

（保育所、認定
にんてい

こども園
えん

、小規模
しょうきぼ

保育、家庭的
かていてき

保育
ほ い く

、事業
じぎょう

所内
しょない

保育
ほ い く

、居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

保育
ほ い く

） 

  ３号認定の区分は３歳になる日の前々日までで、３歳になる日の前日から２号認定の区分になります。 

  （現在、小郡市には、家庭的保育、事業
じぎ ょ う

所
し ょ

内保育、居宅
き ょた く

訪問型
ほうもんがた

保育を行う事業はありません。） 

 

Ⅱ 保育の必要量について 

２号・３号認定を受ける方は、証明いただいた保育の必要性に応じて、保育の必要量が決まります。「保育
ほ い く

標準
ひょうじゅん

時間
じ か ん

」と「保育
ほ い く

短時間
た ん じ かん

」のそれぞれの利用区分に分けられ、利用
り よ う

可能
か の う

時間
じ か ん

が異なります。 
 

保育必要量の区分 保育の必要性 保育を利用できる時間 

保育標準時間 
・月の就労時間が１２０時間以上 
・妊娠、出産 

 
１日あたり最長１１時間+延長保育 

保育短時間 

・月の就労時間が６４時間以上 
１20時間未満 
・求職活動中 
・育児休業取得中の場合 

１日あたり最長８時間+延長保育 

 

上記の他、保護者の状況に応じ、保育標準時間もしくは保育短時間の認定を行います。また、保育短時間認定者

における、8時間の保育時間帯は各施設で定めており、それぞれ異なります。 

※育児休業取得時に、既に保育所等を利用している児童がおり、継続
けいぞく

利用
り よ う

が必要な場合、育児休業期間 

中における保育認定は、原則として「保育短時間」区分での認定になります。 

 

  Ⅲ 保育必要量の変更について 

     保護者等の勤務時間等の変更により、保育時間の変更を希望する場合は、「保育標準・短時間希望に関する

申立書
もうしたてしょ

」に必要事項を記載のうえご提出下さい。認定変更は、申立書の提出があった翌月です。様式は市ホー

ムページからダウンロードできます。 
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９  保育料・副食費について                                               

 〇保育料 

  令和元年 10 月より幼児
よ う じ

教育
きょういく

・保育
ほ い く

の無償化
む し ょ う か

が実施されたことに伴い、入所する児童が次に該当する場合は、保育料は

かかりません。（ただし、給
きゅう

食費
し ょ くひ

や延長
えんちょう

保育料
ほいく り ょ う

等
など

、各園に直接支払っていただく費用の負担はあります）。 

①令和 4年 4月 1日時点で 3歳である。 

②令和 4年 4月 1日時点で 3歳未満であり、かつ保護者の市町
しち ょ う

村民
そんみん

税
ぜい

が非課税
ひ か ぜ い

である。 

これらに該当しない場合は、市が保育料の階層
かいそう

を決定し、階層ごとに定める金額を毎月ご負担いただきます。 

保育料の階層は、入所児童の父母
ふ ぼ

の課税
か ぜ い

額
がく

の合計又はそれ以外の扶養
ふ よ う

義務者
ぎ む し ゃ

（家計
かけい

の主宰者
しゅさいしゃ

である場合
ばあい

に限
かぎ

る）の課

税額の合計
ごうけい

で決定されます。 

 

 〇副食費 

令和元年 10 月より幼児
よ う じ

教育
きょういく

・保育
ほ い く

の無償化
む し ょ う か

が実施されたことに伴い、3 歳～5 歳（年少～年長クラス）の子どもにつきま

しては、副食費を保育所（園）に対して、各園の定める額でお支払いいただきます。入所する児童が次に該当する場合は、

副食費はかかりません。 

① 入所児童の父母もしくはそれ以外の扶養
ふ よ う

義務者
ぎ む し ゃ

（家計の主宰者である場合）の課税額の合計が 57,700 円未満の

場合 

② 要保護者
よ う ほ ご し ゃ

等
と う

世帯
せ た い

でかつ、保護者もしくはそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の課税額の合計が

77,101円未満の場合 

 

また、保育料及び副食費の切り替え時期は、毎年 9月となります。 

 

4 月  5 月   6 月   7 月   8 月   9月   10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月 

前年度の市町村民税額に基づき算定 当年度の市町村民税額に基づき算定 

 
 
※保育料及び副食費算定時、市町村民税所得割額を計算する場合には、次の規定は適用されません。 

ⅰ）配当控除（地方税法附則第 5条第 3項） 

ⅱ）外国税額控除（地方税法第 314条の 8） 

ⅲ）住宅借入金等特別税額控除（地方税法附則第 5条の 4の 2第 6項） 

ⅳ）寄附金税額控除（地方税法第 314条の 7）  

ⅴ）配当割額又は株式譲渡所得割額の控除（地方税法第 314条の 9） 

 

 

Ⅰ 保育料・副食費の算定について 

保育料及び副食費を算定するにあたり、通常は入所児童の父母の課税額の合計が用いられます。しかし、父母（ひと

り親の場合は母(父)）の収入の合計が年間 120 万円未満であり、かつ、同居の祖父母のいずれかの収入が 300 万円

以上である場合、家計
か け い

の主宰者
しゅさいしゃ

を祖父母のいずれか収入が多い方と判断し、父母と家計の主宰者の課税額の合計に

9月 
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より保育料及び副食費を算定します。 

ただし、就労開始に伴い、直近 3 ヶ月の収入が月額 10 万円以上である場合、年間の収入が 120 万円以上になる事

を想定し、父母（ひとり親の場合は母(父)）の課税額の合計で保育料及び副食費を算定することができます。なお、そ

の場合は、給与
きゅ う よ

明細表
めいさいひょう

等
など

の収入
しゅうにゅう

金額
きんがく

が分かる書類を直近 3 ヶ月分提出していただく必要があります。また、保育料

及び副食費の変更は申請があった日の属する月の翌月からになります。 

 

Ⅱ 保育料・副食費の多子軽減について 

 〇保育料 

入所児童の父母もしくはそれ以外の扶養
ふ よ う

義務者
ぎ む し ゃ

（家計の主宰者である場合）の課税額の合計が 57,700 円未満の場

合で、特定被
と く て い ひ

監護者
か ん ご し ゃ

等
と う

のうち第 2 子目にあたる場合は本来の保育料の半額、第 3 子目以降は無料となります。さらに、

市町村民税非課税世帯である場合、第 2子目も無料となります。 

要保護者
よ う ほ ご し ゃ

等
と う

世帯
せ た い

でかつ、保護者もしくはそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の課税額の合計が

77,101円未満の場合で、特定被監護者等のうち第 2子目以降にあたる場合は無料になります。 

これらの課税額の制限の範囲内である場合、図にすると次のような仕組みになります。 

一方、課税額の制限を超える場合は、保育施設等に入所している児童が何人いるかをカウントし（3 歳～5 歳の無償化
む し ょ う か

対象
たいしょう

児童
じ ど う

もカウントに含みます）、それらの児童のうち、2 番目に年齢が高い児童が本来の保育料の半額、3 番目以降

の児童が無料となります。なお、ここでいう「保育施設等」には企業
きぎ ょ う

主導型
しゅどうがた

保育
ほ い く

事業
じぎ ょ う

以外
い が い

の認可外
にんかがい

保育
ほ い く

施設
し せ つ

は含まれ

ません。 

 

 〇副食費 

保育施設等の３歳児クラスから５歳児クラス（年少クラスから年長クラス）に入所している児童が何人いるかカウントし、３ 

番目に年齢が高い児童以降の副食費が無料となります。 

 

※特定被監護者等…①保護者に監護されるもの（未成年）、②保護者に監護されていたもの（①が成年に達した

者）、③保護者またはその配偶者の直系卑属（①②以外）  例）小学生～高校生 

※要保護者等世帯…ひとり親世帯もしくは在宅障がい児（者）がいる世帯を指します。 
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 〇保育料 

 ※3歳～5歳の無償化対象児童がいる場合、児童数のカウントに含みます。 

 

 

 〇副食費 

 

 

 

 

 

 

 

３号認定 0 歳   1 歳    2 歳   ３歳    4 歳    5 歳   小 1  小２ 

５
７
，
７
０
０

円
未
満 

         

要
保
護
者
等
世
帯 

７
７
，
１
０
１
円

未
満 

         

上
記
以
外
の

場
合 

         

３号認定 0 歳 1 歳 2 歳 ３歳（年少）  4 歳（年中）  5 歳（年長）    小 1  小２ 

５
７
，
７
０
０

円
未
満 

         

要
保
護
者
等
世
帯 

７
７
，
１
０
１
円

未
満 

         

上
記
以
外
の

場
合 

         

第 1子 

無料 

第３子 

無料 

第１子 

全額 

 

小１以上も

カウント 

第 1子 第３子 

無料 

第１子 

軽減 

第２子 

無料 

第３子 

無料 

第２子 

全額 

第３子 

半額 

第１子（小１以上） 

カウント対象外 

第２子 

半額 

第２子 

無料 

第２子 

全額 
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Ⅲ 保育料・副食費の支払いについて 

①  保育料・副食費の支払方法 

利用する施設 
納入方法 

保育料 副食費 

認可
に ん か

保育所
ほ い く し ょ

 

公立 

口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

 または納付書
の う ふ し ょ

による金融
きんゆう

機関
き か ん

での窓口払
まどぐちばらい

 

（口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

納付
の う ふ

依頼書
い ら い し ょ

は、市窓口で配布

しています） 

口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

 または園に直接現金払い 

（口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

納付
の う ふ

依頼書
い ら い し ょ

は、市窓口で配布

しています） 

私立 

施設の定める方法により、施設に納入し

ます。 

認定
にんてい

こども園
えん

 

施設の定める方法により、施設に納入しま

す。 

地域型
ち い き が た

保育
ほ い く

事業所
じぎ ょ う じ ょ

 

（小規模
し ょ う き ぼ

保育
ほ い く

、家庭的
か て い て き

保育
ほ い く

、 

事業
じぎ ょ う

所内
しょない

保育
ほ い く

） 

 

② 保育料の督促手数料と延滞金について 

定められた納期限までに納付のない保育料については、督促手数料として 100 円を追加徴収するととも

に、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じた延滞金を徴収します。保育料は必ず納期限内にお

支払いください。 

    なお、延滞金の額は保育料を納付された時点で確定します。保育料納付後に延滞金の納付書を発送しますの

で、納付書により納付してください 

③ 保育料の児童
じ ど う

手当
て あ て

からの申出
もうしで

徴 収
ちょうしゅう

について 

保育料に未納
み の う

がある場合は、児童手当の支給の際に支給
しきゅう

額
がく

の一部を天引き
て ん び き

して未納保育料の支払いにあ

てることができます。天引きする金額や期間等につきましては、市保育所・幼稚園課と協議
き ょ う ぎ

のうえ申し出により

決定します。未納保育料の速
すみ

やかな支払いにご協力
きょうりょく

ください。 

Ⅳ 保育料及び副食費の変更
へんこう

について 

結婚
けっこん

や離婚
り こ ん

などにより、世帯の所得や市町村民税額に変更があった場合は、保育料及び副食費が変更になる事が

ありますので、速やかに市役所までご連絡下さい。なお、保育料及び副食費の変更は、原則
げんそく

、申請のあった翌月
よくげつ

か

らになります。ただし、結婚の場合は事実
じ じ つ

発生
はっせい

の翌月から適用
てきよう

になりますので 遡
さかのぼ

って請求
せいきゅう

を行う事があります。 
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１０  育児休業取得（予定）の方へ                                            

  
育児休業取得中には、すでに在園している児童を除き保育所入所はできません。そのため、職場復帰時期に合わせ

て、入所申請を行う必要があります。また、入所後の慣らし保育に対応できるように、復帰日より最長約 1 か月前から

入所することができます。 

具体的には、入所日から職場復帰日までの通所可能日が 2 週間以上ある場合は、復帰日の月の初日が入所日とな

り、2週間に満たない場合は、復帰日の前月の初日が入所日となります。 

Ⅰ 入所申請について（新規：すでに入園しているきょうだい児がいない場合） 

    令和 4 年 5 月以降の入所を希望される場合は、入所希望月の前々月の 10 日（土・日・祝日の場合はその前日）まで

に申請してください。 

 
   ●年度途中に申請する場合（5月以降の入所希望） 

 例４）申請日：令和 4年 4月 1日 
      入所日：令和 4年 6月 1日（復帰日：令和 4年 7月 1日） 

住所地：市内在住 
    →令和 4年 5月入所からの選考対象とします。 

 

１１  令和４年度の入所申請について（在園児：すでに入園しているきょうだい児がいる場合）                                    

Ⅰ 継続
けいぞく

希望
き ぼ う

の場合 

   令和 4 年度の継続利用にあたり、在園児の保護者及び同居の家族に関する保育の必要性を証明する書類（５～６ペ

ージ参照）を揃え、各施設が定める期限までに提出してください。なお、書類の不足、申請書の未提出、入所要件に

該当しない場合などは、継続利用ができないことがありますので、ご注意ください。 

 

Ⅱ 転
てん

園
えん

希望
き ぼ う

の場合 

 転園をご希望の方は、継続希望の方と手続きの方法が異なります。申請書と調査票及び当該児童の同居

の家族に関する保育の必要性を証明する書類（５～６ページ参照）は、令和３年１２月２８日までに 

保育所・幼稚園課窓口に提出してください。その際、転園希望であることを必ず伝えてください。 

 

Ⅲ 継続しない場合 

市外への転出や幼稚園へ変わるなどの予定があり、令和３年度末で退所される方は、退所届を提出して下さい。提出

先は現在通園している保育所です。 

 

Ⅳ 育児休業取得（予定）の方へ 

  保育所等に既に入所しているきょうだい児がいる場合、入所中のきょうだい児は、育児休業期間中も継続利用できま

す。 

 

入所希望日の目安は、復帰日の 1 月前の月の初日もしくは、入所日（月の初日）から復帰日までの通所可能日数(日・

祝日以外)が２週間程度以上確保できる場合は、復帰日の属する月の 1日です。 

       例１）育児休業復帰予定日が 7月 1日の場合  → 入所希望日 6月 1日 

 例 2）育児休業復帰予定日が 8月 21日の場合  → 入所希望日 8月 1日 
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１２  よくある質問とその回答                                               

 

Q１．第 1 次申込み期間中に申請する場合、

本社が遠方の為、就労証明書が間に合わな

いのですが、どうしたら良いですか？ 

A１．第 1 次申込みの場合、就労証明書は１２月２８日までに提

出して下さい。郵送の場合は、当日消印有効です。第１次申込

みに間に合わない場合は、第２次申込みでの申請となります。 

Q２．他市町村の保育所に入所できますか？ 

また、どのような手続きが必要ですか？ 

A２．他市町村の保育所が利用できる「広域利用制度」がありま

す。その場合、「保護者の勤務地が遠く、小郡市内の保育所で

は送迎が間に合わない」などの特別な理由が必要です。申請

書等に加え、理由書を提出する必要があります。 

なお、広域利用者の入所決定は大変遅くなることが予想されま

す。利用を検討する際は、事前にご相談ください。 

Q３．転入予定ですが、事前に申込むことは

できますか？ 

A３．はい、可能です。年度途中入所申請の場合、入所日の属

する日の前月末までに、１１月の一斉申込みの場合は令和４年

３月末までに転入いただくことが条件です。なお、転入できない

場合は入所取り消しとなります。 

Q４．求職中で入所した場合や、入所後に退

職して求職活動をしている場合、仕事が決ま

らなかったらどうなりますか？ 

 

A４．誓約期間は年度内で通算 3 か月です。求職活動で入所

した場合は、入所日の属する月を含めて 3 か月以内に、途中

で退職した場合はその月を含めて 3 か月以内に仕事が決まら

なければ、原則退所となります。 

Q５．求職活動により短時間認定を受けてい

ます。フルタイム就労が決まり標準時間認定

を受けたいのですが、どうしたら良いです

か？ 

A５．就労証明書と印鑑を持って、市役所で認定変更の申請を

してください。なお、支給認定の変更は申請日の翌月からで

す。 

Q６．令和３年 11 月現在、育児休業中で復帰

が翌年８月 1 日ですが、７月１日入所の申請

はできますか？ 

A６．入所申請は可能です。年度途中の入所で育休復帰の方

は、入所希望月の前々月１０日（土・日・祝日の場合はその前日）

までに申請してください。ただし、４月１日の入所者でほとんど

の枠が埋まってしまう可能性が高く、年度途中の入所は難しく

なる可能性が高いです。 

Q７．現在上の子が入所していて、下の子を

妊娠しています。産休・育休中も上の子を預

けることはできますか？また、必要な手続きは

ありますか？ 

A７．下の子の育児休業期間中については継続入所できます。 

産休に入ったら、速やかに母子健康手帳の写し（保護者の氏

名と出産予定日が分かるもの）と、申告書（様式④）を提出して

ください。その後育児休業を取得したら、速やかに育児休業証

明書（様式①）を提出してください。提出日の翌月から、短時間

認定（8時間保育）になります。 
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Q８．退所する場合はどのような手続きをした

らよいですか？ 

A８．退所日は原則、退所したい月の月末になります。退所届を

保育所・幼稚園課（あすてらす内）へ提出して下さい。ただし、

市外へ転出の場合は原則、転出日の月末で退所になります。 

Q９．転園したいのですが、どうしたらよいです

か？ 

A９．年度途中での転園はできません。次年度の継続申請をす

るときに、希望先の保育所を記入し、市窓口で申込んでくださ

い。ただし、転園の確約はできません。転園ができなかった場

合は、現在通園中の保育園を継続します。 

Q１０．マイナンバーはなぜ必要なのですか？ A１０．認定や届出に関する審査など、マイナンバーを利用して

事務を行うよう法令で定められていることから、マイナンバーの

記載をお願いしています。マイナンバーを利用することで市外

への転出及び市内への転入時に必要な所得課税証明書など

の書類提出を省略できるようになりました。 

Q１１．残高不足で口座振替ができなかった

のですが、どうしたら良いですか？ 

A１１．口座振替は毎月末日（土・日・祝日の場合は翌営業日、

12月分は 1月 4日）です。振替できなかった方には、納付書を

送ります。金融機関又は市役所窓口にてお支払いください。 

Q１２．年度途中の入所は空きが無く難しいと

聞きます。その為、育児休業の延長を考えて

いるのですが、どのような手続きが必要です

か？ 

A１２．お子様が 1 歳を迎える誕生日の属する月（若しくはその

前月）の 1 日を入所希望日とし、入所希望日の前月 10 日まで

に申請手続きを行って下さい。入所選考後、入所できない場合

は「保育所入所保留通知書」を下旬頃に送付しますので、事業

所並びにハローワークで育児休業延長の手続きを行って下さ

い。 

Q１３．テレワークでの就労の場合は保育園の

申請ができますか？ 

A１３．就労状況により申請可能です。テレワークで在宅勤務の

場合は、就労とみなすため、ご家庭の状況や職務の内容等で

保育の必要性を判断します。 

Q１４．引っ越しや離婚等により、家庭の状況

が変わりました。なにか手続きは必要です

か？ 

A１４．ご家庭の状況に変更が生じた場合、必ず市保育所・幼

稚園課へご連絡ください。保育料や副食費等が変更となる場

合がございます。また、必要に応じ戸籍謄本などの書類の提出

を求める場合がございます。 

 



18 

 

１３  申請書の記入例                                                 

下記
か き

を参考に申請書のご記入をお願いたします。漏れが無いようにご注意ください。 

 

 

第５希望までしかご記載がない場合、 

記載園のみで選考を行います。 

案内を受けても入所をしない園は、 

ご記入しないでください。 

事前に記載園へのご見学をお願いします。 
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困ったときに・・・ 

１４  ファミリー・サポート・センター事業について                               

  子育て中の家庭が、仕事と育児を両立し、安心して生活できる環境
かんきょう

を整備するため、ファミリー・サポート・セ 

  ンターを設置
せ っ ち

しています。育児の援助
えんじょ

を受けたい人（依頼
い ら い

会員
かいいん

）と育児の援助を行いたい人（協力
きょうりょく

会員
かいいん

）が、そ 

れぞれファミリー・サポート・センターに会員登録
と う ろ く

をし、会員相互により育児援助活動を行う、会員組織
そ し き

です。 
 

（１）ご利用にあたって 

    はじめに、会員登録が必要です。次の要件をみたす場合であれば、どなたでも会員登録ができます。また、 

両方の会員になることもできます。会員登録は講習会終了後です。 

 

 

 

 

 

 

（２）援助活動の内容 

・仕事や買い物などで外出する際のお子さんの預かり 

・保育所、幼稚園などへの送迎、帰宅後の預かり 

・冠婚葬祭
かんこんそうさい

や学校
がっこう

行事
ぎょうじ

の際のお子さんのお預かり  など   

   ※宿泊
しゅくはく

を伴う援助、病児
びょうじ

・病後児
び ょ う ご じ

の援助
えんじょ

、家事
か じ

の支援は対象外です 

（３）利用料金
りょうきん

 

   利用料金は下表のとおりです。その他交通費などの実費や食事代がかかる場合があります。 

曜日 時間 １時間当たり 10 分当たり 

月～土曜日 
（祝日を除く） 

午前 7 時～午後 7 時 600 円 100 円 

午後 7 時～午後 9 時 900 円 150 円 

日曜日・祝日（12/29～1/3 含む） 900 円 150 円 

利用料金は、依頼会員が協力会員へ直接お支払いください。 

（４）申込み先 

   お申込みの際は、下記の事業所へご連絡ください。ただし、年間の講習会スケジュールの関係上、協力会員の登録は、 

   すぐにできない場合があります。予め
あらかじめ

ご了承ください。 

 

ファミリー・サポート・センターおごおり（シルバー人材
じ ん ざ い

センター２階） 

 ☎０９４２－２７－５４１１ 

 

 

 

 

 

＜依頼会員＞ 

・市内在住または、市内事業所
じぎょうしょ

等
とう

に勤務する人 

・生後６か月以上の乳幼児～小学生のお子さんがいる世帯 

・センターが実施
じ っ し

する講習会
こうしゅうかい

または、事業
じぎょう

説明
せつめい

を受講
じゅこう

した人 

 （１時間程度） 

＜協力会員＞ 

・市内在住でかつ、２０歳以上の人 

・健康
けんこう

で積極的
せっきょくてき

に活躍
かつやく

できる人 

・センターが実施する講習会を受講した人 

 （５時間程度） 

※ファミリー・サポート・センターを利用する市内在住の依頼会員のうち、下記対象者は登録後助成
じょせい

を受けることができます。 

対象者 登録申請時に必要な書類 

ひとり親世帯（所得制限有） 会員証＋児童扶養手当証書又は戸籍謄本・所得課税証明書 

生活保護世帯 会員証＋福祉事務所長の発行する証明書 

市町村民税非課税世帯 会員証＋所得課税証明書 

問合せ先 子育て支援課 児童家庭係 ☎72－6666（内線７１２） 
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子どもが病気になった時に・・・ 

１５  病児・病後児保育事業について                                        

お子さんが病気の場合で、保護者が仕事や病気などで、昼間家庭で育児を行うことが困難な時に、ご利用いた 

だけます。 

 

○委 託 施 設   ・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

こぐま福祉会
ふくしかい

「こぐま子どもの家」（小郡市大板井１１４３－１） 

                 ・社会
しゃかい

医療
い り ょ う

法人
ほうじん

天神会
てんじんかい

「まどかチャイルドケアセンター」（小郡市あすみ１－４０） 

○利 用 可 能 日   月曜日～土曜日(日・祝日・盆・年末年始は休み) 

○対 象 者   病気または病気回復期の、0歳※から小学校 6年生までのお子さん 

※０歳児の保育は、「こぐま子どもの家」では生後３か月から、「まどかチャイルドケアセンター」では生後 10 ヶ月から受入

します。 

○利 用 条 件   ・子どもが病気にかかっていること 

・保護者が仕事や病気で、昼間家庭での保育ができないこと 

※インフルエンザ・麻
ま

しん・流行 性
りゅうこうせい

角
かく

結膜炎
けつまくえん

（はやり目）・１歳未満児の RS ウイルス（細
さい

気管支炎
きかんしえん

）・水痘
すいとう

の場

合はお預かりできません。ただしインフルエンザについては、「まどかチャイルドケアセンター」では受入できる場

合がありますので、施設にお問い合わせください。 

※また、新型コロナウイルス感染状況により、受け入れ対応に変更が生じる場合があります。 

 （受入基準等については、市ホームページをご覧ください。） 

○利 用 方 法   まずは各施設にて事前登録が必要です。登録後は、利用日の電話予約ができます。 

○利用料・利用時間（下記のほか、児童の状況により必要となった諸経費(医療費など)は別途実費負担となります。） 

【こぐま子どもの家】 

年齢 8：30～16：00 
7：30～8：30 

16：00～18：00 

0 歳～3 歳未満 2,000 円 1 時間あたり 300 円 

3 歳以上 1,000 円 1 時間あたり 300 円 

【まどかチャイルドケアセンター】 

年齢 
8：30～16：00 

（土曜日は１２時 30 分まで） 

8：00～8：30 

16：00～18：00 

0 歳～3 歳未満 2,000 円 ３０分あたり１５0 円 

3 歳以上 1,000 円 ３０分あたり１５0 円 

 

 

○問い合わせ先 ・こぐま子どもの家            ☎０９４２－７２－７２２１ 

               ・まどかチャイルドケアセンター  ☎０９４２－６５－９０９６ 
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１６  保育所（園）等一覧表
いちらんひょう

                                               

（令和４年４月予定） 

保 育 所 名 所
しょ

 在
ざい

 地
ち

 定 員 電話番号 

開
かい

 所
しょ

 時 間 

（  ）は保育短時間認定の設定時間 

月曜～金曜 延
えん

 長
ちょう

 土 曜 

三 国 保 育 所 三沢
みつさわ

4130 番地 1 110 名 75-5031 
7:00～18:00 

（8：30～16：30） 
～19:00 ～19:00 

御 原 保 育 所 二
ふ

タ
た

1 5 1 3 番地 ８0 名 72-5100 
7:30～18:30 

（8：30～16：30） 
～19:00 ～19:00 

大 崎 保 育 所 大崎
おおさき

828 番地 1 30 名 72-8337 
7:20～1９:00 

（8：30～16：30） 

18:00 

～19:00 
～19:00 

小 郡 保 育 園 寺
てら

福
ふく

童
どう

957 番地 1 130 名 72-3474 
7:00～18:00 

（8:00～16:00） 
～18:30 ～18:00 

味 坂 保 育 園 八坂
やさか

2 0 1 番 地 120 名 72-1101 
7:00～18:00 

（8:３0～16:３0） 
～18:30 ～18:00 

松 崎 保 育 園 松崎
まつざき

677 番地１ ８0 名 72-6537 
7:30～18:30 

（9:00～17:00） 
～19:00 ～18:30 

城 山 保 育 園 干潟
ひかた

1135 番地 1 ９0 名 72-5306 
7:30～18:30 

（8：30～16：30） 
～19:00 ～18:30 

小 郡 中 央 保 育 園 

本

園 
小郡
おごおり

76 番地 

140 名 

72-3883 
7:30～18:30 

（8:00～16:00） 
～19:00 ～18:30 

分

園 
大板井
おおいたい

391 番地 51 73-1515 

大 原 保 育 園 大板井 620 番地 2 ９0 名 72-8388 
7:30～18:30 

（8:30～16:30） 
～19:00 ～18:30 

三 国 が 丘 保 育 園 三国が丘四丁目 124 番地 2 100 名 75-8460 
7:00～18:00 

（8:00～16:00） 
～19:00 ～18:00 

み す ず 保 育 園 津
つ

古
こ

1 0 0 3 番地 90 名 23-0876 
7:00～18:00 

（8:00～16:00） 
～19:00 ～18:00 

す ば る 保 育 園 大保
お お ほ

９ ６ ０ 番 地 １１０名 23-0375 
7:30～18:30 

（9:00～17:00） 
～19:00 ～18:30 

さくら乳児保育園 
美 鈴 が 丘 ５ 丁 目 

２ ５ 番 地 １ １ 
３６名 75-2023 

7:00～18:00 

（8:00～16:00） 
～18:30 ～18:00 

の び っ こ 園 小郡 7 5 3 番地 １９名 73-3035 
7:30～18:30 

（8:30～16:30） 
― ～18:30 

あ す み 園 あすみ１丁目４０ １２名 65-6067 
7:00～18:00 

（8:00～16:00） 
～19:00 ～18:00 

幼稚園型認定こども園 

三 井 幼 稚 園 吹上
ふきあげ

9 9 3 - 1 
保育部分 

１３８名 72-6984 
7:30～18:30 

（７:30～15:30） 
― ～15:30 

※さくら乳児保育園、のびっこ園、小規模保育あすみ園は０、１、2歳児のみです。 
※あすみ園の土曜の保育は、連携施設のみすず保育園で行います。 
※三井幼稚園の保育部分は２～５歳児が対象で、市で利用調整を行います。また、長期休業日等は保育を行わ
ない日があります。 
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１７ 市内保育所等分布図 

①  三 国 保育所 ☎７５－５０３１ 

② 御 原 保育所 ☎７２－５１００ 

③ 大 崎 保育所 ☎７２－８３３７ 

④ 小 郡 保育園 ☎７２－３４７４ 

⑤ 味 坂 保育園 ☎７２－１１０１ 

⑥ 松 崎 保育園 ☎７２－６５３７ 

⑦ 城 山 保育園 ☎７２－５３０６ 

⑧ 小郡中央 
本 園 

保育園 ☎７２－３８８３ 

⑨ 小郡中央 
分 園 

保育園 ☎７３－１５１５ 

⑩ 大 原 保育園 ☎７２－８３８８ 

⑪ 三国が丘 保育園 ☎７５－８４６０ 

⑫ み す ず 保育園 ☎２３－０８７６ 

⑬ す ば る 保育園 ☎２３－０３７５ 

⑭ さくら乳児 保育園 ☎７５－２０２３ 

⑮ のびっこ園 小規模 ☎７３－３０３５ 

⑯ 

⑰ 

あすみ園 

三井幼稚園 

小規模 

 

☎６５－６０６７ 

☎７２－６９８４ 

 

⑰ 

⑯ 

⑮ 


